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室内空気質指針値の適用範囲の在り方について 

 

［はじめに］ 

 第３回シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会（2000 年 6 月 26

日）では、とりまとめた中間報告書のなかで、指針値の適用範囲の在り方につい

て、以下のように報告した：「原則として全ての室内空間を対象とする。住宅以

外の空間への適用の在り方については、本検討会にて引き続き検討していくこ

ととするが、オフィスビル、病院・医療機関、福祉施設、学校・教育施設、役所、

車両等、比較的長時間にわたって居する可能性のある空間への適用も考慮する

ことが望まれる。なお工場その他の特殊な化学物質発生源のある室内空間は、別

途検討されることが必要である。」 

 

 

１． 保健及び公衆衛生上の見地からの考え方 

 

現代社会に住む人々は、その多くの時間を室内空間で過ごす訳であるから、そ

こでの生活の質が保証されていなければならない。そのためには、全ての人々が、

社会的及び経済的に生産的な生活を送ることができる生活環境が確保されてい

るべきである。汚染物質への暴露は、居住者の健康や機能、快適さの質を損なう

ことになるので、望ましくない。 

従って、保健及び公衆衛生上の見地からは、その空間がどこであろうと、汚染

物質へのヒト暴露を低減する必要がある。本検討会で策定される指針値は、生産

的な生活に必須な特殊な発生源がない限り、下記に示すあらゆる室内空間に適

用されるべきである。 

 

住居（戸建、集合住宅）、オフィスビル（事務所、販売店など）、病院・医療

機関、学校・教育機関、幼稚園・保育園、養護施設、高齢者ケア施設、宿泊・保

養施設、体育施設、図書館、飲食店、劇場・映画館、公衆浴場、役所、地下街、

車両、その他 

 



２． 供給側と居住者／消費者の責任関係の見地からの考え方 

 

快適で汚染のない室内空間を提供することと同時に、室内空気の汚染に関し

て知り得た化学物質を明かにして情報開示することは、その空間の供給側の責

任である。一方、その情報は消費者の知る権利であることと同時に、消費者自身

には、その空間を選択する責任と自分自身の住まい方によって起こる汚染に対

する責任が生じる。 

小児の場合は、弱者であり、日常生活において、周囲や他人に物事の判断を委

ねることを余儀なくされることが多く、自身を汚染から守る責任には限界があ

る。従って、小児への有害な暴露を未然に防ぐよう、事業者、消費者及び行政を

含む当事者全員が、徹底した空気質管理を心がけなければならない。 

従って、特に小児が暴露される可能性の高い空間（住居、病院、幼稚園、学校

など）においては、積極的な空気質管理が求められる。このことは、他の弱者（高

齢者、妊婦、病人など）が暴露される可能性の高い空間の場合にも当てはまるこ

とである。この空気質管理の効果を高めるために、継続的なモニタリングが必要

である。 

 

 

３．まとめ 

 

 本検討会で策定される指針値は、生産的な生活に必須な特殊な発生源がない

限り、あらゆる室内空間に適用されるべきである。特に弱者（小児、高齢者、妊

婦、病人など）が暴露される可能性の高い空間においては、積極的な空気質管理

が求められ、当事者による継続的なモニタリングによってその効果を高めてい

くべきである。 

 

 

 

［参考］ 

 この報告書をまとめるにあたり、次の文献を参考にした：”Draft Report on the 

Right to Healthy Indoor Air, WHO Working Group Meeting, Bilthoven 15-17 

May 2000”   

 


